
令和 ５年 6 月

令和５年7月１日（土）から7月1０日（月）まで
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なお、提出期間内にご提出が確認できない場合は、文書や電話でご提出のお願いをする場合がござ
います。

５

● 届出にあたっては、同封の返信用封筒をご利用ください。なお、管轄の年金事務所への持参も可能で

す。（年金事務所の受付時間：平日8時30分から17時15分まで）
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